
号

外

一�
令

和

二

年

三

月
十
八
日

目

次

教
育
委
員
会
訓
令
甲

○
岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

(

教

職

員

課)

一
ペ
ー
ジ

教
育
委
員
会
訓
令
甲

岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
二
号

事
務
局
一
般

各
県
立
学
校

岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
三
月
十
八
日

岐
阜
県
教
育
委
員
会

教
育
長

安

福

正

寿

岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

岐
阜
県
教
育
委
員
会
安
全
衛
生
管
理
規
程(

平
成
十
年
岐
阜
県
教
育
委
員
会
訓
令
甲
第
一
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中｢

第
二
十
六
条
・
第
二
十
七
条｣

を｢

第
二
十
六
条
―
第
二
十
八
条｣

に
改
め
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
中｢

そ
の
他
職
員
の
健
康
状
況｣

を｢

及
び
そ
の
事
後
措
置
の
状
況｣

に
改
め

る
。第

二
十
七
条
を
第
二
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
五
章
中
第
二
十
七
条
の

前
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(
職
員
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報
の
適
正
な
取
扱
い)

第
二
十
六
条

法
第
百
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
の
心
身
の
状
態
に
関
す
る
情
報

の
適
正
な
取
扱
い
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
に
つ
い
て
は
、
総
括
安
全
衛
生
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
二
年
三
月
十
八
日
か
ら
施
行
す
る
。

( ) 令和２年３月18日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１

○

○

岐

阜

県

公

報

号

外

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
二
年
三
月
十
八
日
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